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「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
」

の
必
要
性

　
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環

境
や
学
校
が
抱
え
る
課
題
は
複

雑
化
・
多
様
化
し
て
お
り
、
教

育
改
革
、
地
方
創
生
等
の
観
点

か
ら
も
、学
校
と
地
域
の
連
携・

協
働
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
子
ど
も
や
学
校
の
抱
え
る
課

題
の
解
決
、
未
来
を
担
う
子
ど

も
た
ち
の
豊
か
な
成
長
の
た
め

に
は
、
社
会
総
が
か
り
で
の
教

育
の
実
現
が
不
可
欠
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
学
校
は「
開
か

れ
た
学
校
」か
ら
さ
ら
に
一
歩

踏
み
出
し
、
地
域
で
ど
の
よ
う

な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
の
か
、

何
を
実
現
し
て
い
く
の
か
と
い

う
目
標
や
ビ
ジ
ョ
ン
を
地
域
住

民
等
と
共
有
し
、
地
域
と
一
体

と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
育
む

「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
」へ

と
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

は「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
」

に
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
り
ま
す
。

・�校長や教職員の異動があっても、協議会によって地域との組織的な連携・協働体制がそ
のまま継続できる「持続可能な仕組み」

・�学校運営の基本方針の承認を通して、学校や地域、子どもたちが抱える課題に対して関
係者がみな当事者意識のもと、「役割分担をもって連携・協働による取組」が可能

・�協議会等の場を通して、子どもたちがどのような課題を抱えているのか、地域でどのよ
うな子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという「目標・ビジョンの共有」が
可能

「
学
校
運
営
協
議
会
」を
設
置

　「学
校
運
営
協
議
会
」を
設

置
し
た
学
校
の
こ
と
を
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と

呼
び
ま
す
。

　
学
校
運
営
協
議
会
制
度
は
、

「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
」に

基
づ
く
制
度
で
、
教
育
委
員

会
に
よ
っ
て
学
校
に
設
置
さ

れ
ま
す
。

　
学
校
運
営
協
議
会
は
、
保

護
者
や
地
域
の
方
々
、
教
職

員
等
で
構
成
さ
れ
、
年
に
３

～
４
回
程
度
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　
会
議
は
原
則
と
し
て
公
開

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
等
の
た
め
に
、
会
議
の
傍

聴
を
お
断
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
開
催
日
に
つ
い
て
は
、
各

園
・
学
校
で
異
な
り
ま
す
の

で
、
会
議
の
詳
細
に
つ
い
て

は
各
園
・
学
校
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
を
確
認
し
て
い
た

だ
く
か
、
直
接
園
・
学
校
へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
今
後
、
各
園
・
学

校
の
開
催
状
況
や
会
議
記
録

の
公
開
等
を
順
次
進
め
て
い

き
ま
す
。

「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
」を
め
ざ
し
て
！

と
な
り
ま
し
た
問学校教育課
☎内線３４４

コミュニティ・スクールのメリット・魅力
※文部科学省「『学校運営協議会』設置の手引き」より

保護者・地域住民等
（地域学校協働本部等）

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の仕組み
コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

（委員）保護者代表・地域住民
　　　 地域学校協働活動推進員　など

学校運営への必要な支援に関する協議
協議の結果に係る
情報提供の努力義務

情報提供・協議を
踏まえた支援活動

教育委員会が、学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置
○校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
○学校運営について、教育員会又は校長に意見を述べることができること
○教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べる
　ことができること

教職員の任用
（学校運営協議会
の意見を尊重）

学校運営・
教育活動

<学校運営協議会の主な役割>　　　　　地教行法第四十七条の五

都道府県
教育委員会 柔軟な運用を

可能とする仕組みへ

教職員の任用に関する
意見

校　　長
学校運営に関する
意見 説明

説明

承認

意見
学校運営協議会

学校運営の
基本方針

協議会の設置
委員の任命
協議会の適正な
運営を確保する
措置

市区町村
教育委員会 委員の任命に

校長の意見を反映

文部科学省
ホームページ
より

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

令和４年度から町立の幼稚園及び小・中学校は
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子
ど
も
た
ち
の
未
来
の
た
め
に

　
学
校
と
地
域
の
人
（々
保
護
者
・

地
域
住
民
等
）が
学
校
や
地
域
の
課

題
を
共
有
し
、共
通
の
目
標・ビ
ジ
ョ

ン
を
持
っ
て
一
体
と
な
っ
て
地
域
の

子
ど
も
た
ち
を
育
ん
で
い
く
こ
と
は
、

子
ど
も
の
豊
か
な
育
ち
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
地
域
の
絆
を
強
め
、
地

域
づ
く
り
の
担
い
手
を
育
て
て
い
く

こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
学

校
だ
け
で
な
く
、
町
に
住
む
皆
さ
ん

に
と
っ
て
も
有
効
な
仕
組
み
に
な
る

と
考
え
ま
す
。

　
町
で
は
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
の
た
め
に
、
地
域
と
と
も
に
あ
る

学
校
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

問
学
校
教
育
課
　
☎
内
線
３
４
４

・園・学校のグランドデザインの内容について
・開校150周年記念行事の内容・運営について
　（小学校）
・学校の教育活動を地域へ発信していくには
　（中学校）
・園外保育に向けての協力について（幼稚園）

意見例　
・小学校における外国語活動充実のため、「中高の英語の教員免許」を持った教員の配置
・個に応じた指導の充実のため、特別支援学校での勤務経験のある教員の配置　など

〇校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
〇学校の運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができる
〇教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

各園・学校の第１回
学校運営協議会の中で話題となった内容（抜粋）

各園・学校
第１回学校運営協議会の様子

★学校運営協議会の主な３つの機能★

大磯幼稚園

たかとり幼稚園

大磯中学校

大磯小学校

国府小学校

国府中学校


